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  様式９（添付１－３） 

 

 

令和６年度 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 
（Ⅰ 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業） 

事業内容報告書の概要 
地方公共団体名【川崎市】 

 

令和６年度に実施した取組の内容及び成果と課題 

１．事業の実施体制（運営協議会・連絡協議会の構成員等） 

○外国人教育推進連絡会議 

構成委員：教育委員会、小中高特校長会、国際教育研究会、人権尊重教育実践推進校、市民館等、識

字学級ボランティア、多文化交流ボランティア、外国人市民等 

２．具体の取組内容  

（１）地域の外国人児童生徒等指導体制の推進に係る運営協議会・連絡協議会の設置・運営 

〇川崎市外国人教育推進連絡会議  

（２）学校における指導体制の構築 

〇日本語指導が必要な児童生徒が5名以上在籍している学校に教員の加配を行い「国際教室」を

設置して指導体制の充実を図った。 

〇国際教室未設置の少数在籍校に対しても、日本語指導非常勤講師による巡回指導を実施し、日

本語指導が必要な児童生徒全員に日本語指導を実施できるようにした。 

〇国際教室設置校の中で、特に在籍人数が多い学校においては追加で正規・臨任教諭や非常勤講師

の配置を行った。 

（３）「特別の教育課程」による日本語指導の実施 

〇日本語指導が必要な児童生徒に対して、特別の教育課程を編成・実施した。 

〇担当者研修及び年次研修等で、「特別の教育課程」に関する周知を図ると共に、連携の重要性を

伝えて指導の充実を目指した。 

（４）成果の普及 

〇外国人教育推進連絡会議や各研修等で外国につながりのある児童生徒に対する支援について周

知を図った。また、受入から指導の取組をまとめた資料を作成し全市の学校及び担当者に配布

した。 

（５）学力保障・進路指導 

〇指導体制の充実により、一人ひとりに応じた指導の実施が可能になり学力保障につなげること

ができた。進路の支援についてもきめ細かな指導を実施することができた。 

〇中学生の時期に渡日した日本語指導が必要な生徒に対する指導では、より高い日本語の力が求

められるため、必要に応じて支援員の派遣延長を可能とし、個別の支援を充実させた。 

〇「日本語を母語としない中学生への公立高等学校進学説明会」は、市立高校に関する説明を多

言語での動画資料として作成し、広く情報提供することができた。 
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（６）小学校入学前の幼児や保護者を対象としたプレスクール 

〇市内の市民館等で計７回実施した。保護者クラスでは、多言語での資料や通訳の派遣を行い、日

本の学校制度や行事、時間割や準備物などの説明を行い、質疑を通して理解を深められるよう

にした。子どもクラスでは日本の学校生活を意識した体験的な活動を行った。 

（７）ICTを活用した教育・支援 

〇前年度に引き続き、コミュニケーションの支援として通訳機の配備を行った。希望する学校に

配備し、保護者との教育相談や、児童生徒との学習等で活用した。 

○日本語指導や教科学習で GIGA 端末の活用を効果的に使用して、個に応じた学習を進めた。 

（８）高校生等に対する包括的な教育・支援 

〇外国につながりのある生徒が多く在籍している学校に対して重点的に非常勤講師を配置し、日本語学

習や学校生活等の支援を行った。 

〇在県外国人等特別募集枠を実施している市立高校定時制では、NPO 法人と連携を行いながら、キャリ

ア教育の視点を重視した指導を実施した。日本語指導や在留資格に係る職員研修を実施し、外国に

つながりのある生徒へのきめ細かな指導へつなげた。 

（９）日本語能力測定方法等を活用した実践・検証 

〇国際教室担当者や非常勤講師の研修でDLAについての学習を行い、日本語指導測定方法の活用

に向けた考え方や実施について理解を深めた。 

（１０）日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣 

 〇日本語指導の初期段階の支援及び学校への生活適応を図るために、日本語指導についてのスキ

ルを持ち、児童生徒の母語での支援ができる人材を「日本語指導初期支援員」として配置した。

支援時間は基本的に 1週間に 2回(1 回 2 時間)で計 100時間とした。 

（１１）共生社会における共に学び成長する授業等の在り方に関する調査研究の実施 

〇人権尊重教育を基盤とした多文化共生教育の推進を図っており、児童生徒の豊かな人間性の育成と

実践的な心情を育むことを目的として調査研究を進め、研究推進校等による実践の共有や授業公開を

行った。 

（１３）その他 通訳(翻訳)支援事業の実施 

〇学校が、保護者及び児童生徒とのコミュニケーションをとる際の支援として、通訳者の派遣や

文書の多言語化を行った 

 

３．成果と課題  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

（１）地域の外国人児童生徒等指導体制の推進に係る運営協議会・連絡協議会の設置・運営 

〇川崎市外国人教育推進連絡会議  

帰国・外国人児童生徒教育についての情報共有や課題の把握を行い、取組に生かすことができた。情

報共有については、よりよい方法を検討しながら周知を行い課題の解決を目指していく。 

（２）学校における指導体制の構築 

〇国際教室の設置や非常勤講師の巡回指導実施によって、指導の充実を図ることができた。近年、

対象となる児童生徒が増加しているため、予算や人員の確保等の面では継続して指導体制を維

持していく。 
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（３）「特別の教育課程」による日本語指導の実施 

〇指導体制の充実により、教員による着実な指導を実施することができた。日本語指導担当者の

経験に合わせて、指導の継続性や充実を意識した研修を実施していく必要がある。 

（４）成果の普及 

〇関係する会議や教員研修等の積み重ねにより、外国につながりのある児童生徒に対する支援に

ついての理解は広がってきている。今後も、支援や指導の充実を目指して取組を推進していき

たい。 

（５）学力保障・進路指導 

〇指導体制の充実により、一人ひとりに応じた指導の実施が可能になり学力保障につなげること

ができた。中学生の時期に渡日した日本語指導が必要な生徒に対する指導では、必要に応じて

支援員の派遣延長を可能とした。「日本語を母語としない中学生への公立高等学校進学説明会」

は、市立高校に関する説明を多言語での動画資料として作成し、広く情報提供することができ

た。一人ひとりに応じた指導を時間をかけて実施する必要があるため継続的に取り組むことが

必要である。 

（６）小学校入学前の幼児や保護者を対象としたプレスクール 

〇保護者クラスでは、多言語での資料や通訳の派遣を行い、日本の学校制度や行事、時間割や準

備物などの説明を行い、保護者が日本の学校について理解を深められるようにした。子どもク

ラスでは日本の学校生活を意識した体験的な活動を行った。今後も、効果的な実施に向けて、企

画の周知を始めとしてよりよい開催方法、内容について検討していく必要がある。 

（７）ICTを活用した教育・支援 

〇希望する学校に通訳機を配置し、活用を図ることができた。保健室での活用例もあり、保護者や

児童生徒とのコミュニケーションに役立てられている。また、GIGA 端末の活用も進み、学習の

中でも積極的に使用し、個に応じた学習に対応している。効果的な活用の例を共有することで

支援を充実させていきたい。 

（８）高校生等に対する包括的な教育・支援 

〇日本語の力に不安を抱える生徒が、支援を受けることで前向きに学校生活に取り組む姿が見ら

れた。日本語学習が進む中で、キャリア形成に向けた支援も行うことができた。今後、卒業後

を見据えた、効果的な日本語指導の在り方や教科横断的な学習、多様な体制づくりなどについて

検討していく。 

（９）日本語能力測定方法等を活用した実践・検証 

〇国際教室や非常勤講師の指導が充実する中で、日本語能力を把握する重要性についての認識が

高まってきており、活用の実践も増えている。今後もDLA等に関する研修や実践の充実を図っ

ていく必要がある。 

（１０）日本語指導ができる、又は児童生徒等の母語が分かる支援員の派遣 

 〇言語面で大きな不安を抱えている児童生徒の学校生活を支える際に、母語支援は大変有効であ

り、保護者対応の面などでも大きな役割を果たすことができた。支援対象の児童生徒の増加と

多言語化が進んでいる状況だが、着実な配置に努めていく。 

（１１）共生社会における共に学び成長する授業等の在り方に関する調査研究の実施 

〇人権尊重教育を基盤とした多文化共生教育の推進を図っており、研究推進校の報告では、多文化共
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生の視点を踏まえた取組について、幅広く発信することができた。今後も、研究推進校や実践推

進校による研究を継続して推進していく。 

（１３）その他通訳(翻訳)支援事業の実施 

〇学校が、保護者及び児童生徒とのコミュニケーションをとる際の支援として、通訳者の派遣が

教育相談等で活用された。今後も、多言語への対応や確実な通訳派遣が実施できるよう支援体制を整えてい

く。 

 

本事業で対応した幼児・児童

生徒数 

  

幼稚園等 小学校 中学校 
義務教育 

学校 
高等学校 

中等教育 

学校 

特別支援 

校 

３３人 

（   園） 
  960 人 

（  105校 
208 人 

（38校） 

     人 

（   校） 
２３人 

（  ２校 

     人 

（   校） 

 

0 人 

（   校） 

 

うち、特別の教育課程で指導

を受けた児童生徒数 
 

 960 人 

（ 105校） 

      

208 人 

（38校） 

 

      

人 

（   校） 
 

      

０人 

（   校） 

 

      

人 

（   校） 
 

 

0 人 

（   校） 

 

４．その他（今後の取組予定等） 

〇研修の充実 

〇GIGA端末の活用 

〇不就学の調査とも連携し、実態に応じた支援を進めていく。 

※ 枠は適宜広げること。（複数ページになっても差し支えない） 成果物等があれば別途提出すること。 

※ 事業内容報告書の概要は、担当者・連絡先欄を除き、様式９（添付１）の５．成果イメージ資料のポンチ絵と

併せて、文部科学省ホームページで公開する。 

 


